
中間検査の詳細については「開発等における
道路検査について」を参照。

 

 
開発事業計画書の縦覧期間終了後 及び再意見が有る場合  

標識設置 への説明

住民説明 開発事業計画書 定大規模ま
たは再意見有の開発事業に該当する場合）

 ） 審査

 

標識設置  

開発区域が3000㎡を超えるものについては、
完了検査前に検査書類を提出してください。

sysmente
ノート注釈
sysmente : Marked




